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専決処分事項の指定について

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第１項の規定により，市長に
おいて専決処分することができる事項を，次のとおり指定する。

1 法律上，市の義務に属する損害賠償（交通事故によるものに限る。）につき

1件 100万円を超えない範囲内において，その額を定めること及びこれに伴
う和解に関すること。

2 公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害賠償につき 1件 100万円を超
えない範囲内において，その額を定めること及びこれに伴う和解に関するこ

と。

3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について，500万円の範
囲内で増額又は減額する変更契約を締結すること。


